
【 参考例 】 扶養確認添付書類フローチャート

　☆ このフローチャートは添付書類の基本的な例を挙げたものであり、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。

（注）被保険者に配偶者がいる場合は、下記の添付書類とは別に配偶者の所得証明書（非課税・課税証明書、源泉徴収票等）を添付して下さい。

　　（既に配偶者が被保険者の扶養に入っている場合は所得証明書の添付は必要ありません。）

　

中学生以下

中学卒業後

学生である

（夜間・通信制・単科履修生・海外留学等は除く）

現在働いていない

現在働いている

以前から働いていない

（「課税・非課税証明書」に給与収入等無し）

以前は働いていた

（「課税・非課税証明書」に給与収入等有り）

雇用保険に加入していない

雇用保険に加入していた

雇用保険給付を受給しない

雇用保険給付を受給する

離職票が交付されている

離職票が交付されていない

待期期間ならびに

給付制限期間中である

受給期間延長の申出を行った

雇用保険給付を受給中である

受給している雇用保険給付を

今後は受給しない

雇用保険給付の受給が終了した

被保険者と同居（同一世帯）である

※ 配偶者や扶養義務者の有無等の確認書類として、「戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）」等をご提出いただく場合があります。

※ 年金受給者の場合は、直近の「年金振込通知書」もしくは「年金額改定通知書」等、現在の年金額がわかる書類の写しを添付してください。

※ 利子・配当収入、家賃収入、不動産収入等がある場合は、その収入額がわかる書類の写しを添付してください。

※ 傷病手当金や出産手当金等の社会保険等給付を受けている場合は、給付額がわかる書類の写しを添付してください。

※ 病気等により就労能力を失っている者については、診断書や身体障害者手帳等の写しを添付してください。

被保険者と別居している

健康保険の被扶養者として加入を希望される方

Ｈ

① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書

③ 直近（最新の年度）の「課税・非課税証明書」

④（別添3-4）念書（雇用保険待期・給付制限期間）

⑤ (待期期間や給付制限期間明記の) 雇用保険受給資格者証（写）

Ｉ

① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書

③ 直近（最新の年度）の「課税・非課税証明書」

④（別添3-5）念書（雇用保険給付受給期間延長申出）

⑤ 雇用保険の受給期間延長が確認できる書類（写）

Ｆ

① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書

③ 直近（最新の年度）の「課税・非課税証明書」

④（別添3-2）念書（雇用保険給付→初めから受給意思無）

⑤ 離職票１・２（写）

Ｅ

① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書

③ 直近（最新の年度）の「課税・非課税証明書」

④（別添2）退職証明書（雇用保険未加入の明記のもの）

※公務員であった場合は退職辞令（写）でも可

Ｋ

① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書

③ 直近（最新の年度）の「課税・非課税証明書」

④（別添3-3）念書（雇用保険給付→途中から受給意思無）

⑤ (法第13条不該当の記載がある) 雇用保険受給資格者証（写）

Ｄ

① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書

③ 直近（最新の年度）の「課税・非課税証明書」

（給与収入、事業収入等が0円のもの）

Ｇ

① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書

③ 直近（最新の年度）の「課税・非課税証明書」

④ (離職票交付なし明記の) 雇用保険資格喪失確認通知書（写）

Ｌ

① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書

③ 直近（最新の年度）の「課税・非課税証明書」

④ 雇用保険支給終了が明記されてる雇用保険受給資格者証（写）

Ｂ
① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 在学証明書（※有効期限明記の学生証（写）でも可）

③ 扶養状況申告書（扶養状況の確認が必要な場合のみ）

Ｊ

① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書

③ 直近（最新の年度）の「課税・非課税証明書」

④ 雇用保険受給資格者証（写）

（給付される日額が扶養範囲内であることが条件）

Ａ
① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書（扶養状況の確認が必要な場合のみ）

Ｃ

① 続柄が明記された世帯全員の住民票

② 扶養状況申告書

③ 直近（最新の年度）の「課税・非課税証明書」

④ (扶養範囲内の収入とわかる) 直近３ヶ月分の給与明細（写）

※就業して間もない場合は（別添1）就業証明書

※小規模自営業者は確定申告書および収支内訳書等（写）

Ｍ

※ 上記Ａ～Ｌの添付書類に加え、下記のⒶⒷⒸが必要

Ⓐ 被保険者との続柄がわかる戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）

Ⓑ 扶養申請者の世帯全員の住民票（続柄が明記されたもの）

Ⓒ 扶養申請者の収入額以上の経済的援助をしている証明


